
富山県ＤＶ対策基本計画〈第５次〉(素案)に対する意見募集の結果について 

 

１ 募集期間 

 令和７年12月15日（月）～令和８年１月15日（木） 

 

２ 募集方法 

(1) 閲覧場所 

富山県ホームページ  

富山県庁（県民サロン、情報公開総合窓口、こども家庭室こども未来課） 

各地方県民相談室（高岡、魚津、砺波） 

富山県立図書館 

 

(2) 意見の提出方法 

郵送、ファクシミリ、県ホームページのパブリックコメント専用フォーム 

 

３ 意見提出数   35件（12名） 

  (内訳) 

意見数

計画の基本的事項に関すること 5

施策の内容に関すること 30

教育・啓発の強化 7

相談・支援体制の強化 7

ひとり親家庭等に対する支援の推進 6

関係機関との連携の強化 7

民間団体への支援の推進 3

35

内容

合計
 

４ 主なご意見の概要と県の考え方 

  趣旨が同じご意見はまとめたうえで要約しています。 



計画の基本的事項に関する こ と

・ ・ ご意見を踏ま え、 p .２ の「 配偶者から の暴力のない社会の実現を めざし ていき ま
す。 」 を「 配偶者等から の暴力のない社会の実現を めざし ていき ま す。 」 に修
正し ま す。 なお、 同p .２ に、 本計画における 配偶者の定義と し て、 配偶者以外の
恋人など親密な関係にある パート ナーも 含める 旨を 記載し ており ま す。

第１ 章　 １  計画策定の趣旨（ p .２ ）

・

・

・

・

ご指摘の表現について、 本計画においては、 男性・ 女性いずれか一方に責任を
帰する 趣旨ではなく 、 主語を特定し ない中立的な表現と し て用いていま すが、
ご意見を踏ま え、 p .3 3 重点目標１ －①４ 点目の表現「 避妊に協力し ない」 につ
いては、 「 避妊を拒否する 」 に修正し ま す。
なお、 p .2 8 の記載につき ま し ては、 調査結果から の引用である こ と から 、 内容
の正確性の観点よ り 、 当該表現を併記さ せていただき ま す。

重点目標１ -①　 正し いＤ Ｖ 理解の促進と 予防のための教育・ 啓発の実施（ p .3 3 ）

施策の内容に関する こ と

教育・ 啓発の強化

・ 面前DV やデート DV に関し て、 こ ども 自身がDVや虐待について
学びぶこ と に加えて大人への教育も 必要である 。 パンフ レ ッ ト
やS N S での啓発だけでなく 、 学校教育の中に包括的性教育や子
ど も 暴力防止プロ グラ ムを 組み込み、 地域住民を巻き 込んだ教
育が望ま し い。

・ 家庭・ 地域における Ｄ Ｖ に関する 理解促進を 図る 啓発については、 p .3 3 重点目
標１ -②に記載し ており ま す。 面前Ｄ Ｖ やデート Ｄ Ｖ についても 、 地域に根差し
た活動を行う 各種団体等と の連携によ り 家庭・ 地域における 啓発を行ってま い
り ま す。 ま た、 大人への教育も 必要である と いう ご意見については、 今後の施
策の検討にあたって参考と さ せていただき ま す。

重点目標１ 　 暴力の根絶を目指す社会づく り の推進（ p .3 2 ）

・ 離婚後にも 精神的暴力を受けている 人がいる こ と を 知ってほし
い。 DV が婚姻関係前提である こ と はおかし いと 思う 。

・

・ p .２ の「 ま た、 離婚等の後も 引き 続き 元配偶者から 受ける 身体に
対する 暴力等も 含みま す」 の部分は、 身体的暴力のみに限定さ
れる かのよ う な誤解を生ま ないよ う 、 単に「 暴力等」 と し た方
がよ いと 思う 。

・

重点目標１ -①　 正し いＤ Ｖ 理解の促進と 予防のための教育・ 啓発の実施（ p .3 3 ）

・ p .3 3 の「 普及・ 啓発にあたっては～」 の箇所に、 社会的暴力と
経済的暴力も 加えてほし い。

・

・

県では、 「 他の異性と の会話を 許さ ない」 「 交友関係や行き 先、 電話・ メ ール
などを 細かく 監視する 」 などの社会的暴力について、 精神的暴力の具体例と し
て周知し ていま す。
ご意見を踏ま え、 p .3 3 重点目標１ -①４ 点目に経済的暴力の定義と 具体例を 新た
に追加する と と も に、 精神的暴力の例の中に「 他の異性と の会話を許さ ない」
を追加し ま す。

重点目標１ -①　 正し いＤ Ｖ 理解の促進と 予防のための教育・ 啓発の実施（ p .3 3 ）

・ 若年層への教育・ 啓発の強化について、 実態調査のＤ Ｖ 防止法
の認知状況に関する 設問では、 1 8 ～1 9 歳の2 7 .3 ％が「 法律が
ある こ と を 知ら なかった」 と 答えており 、 成人前に法律を認知
する 機会が必要だと 思う 。 若年層への教育・ 啓発に関する 今後
の方針で、 Ｄ Ｖ 防止法について触れてはど う か。

・

・

現在、 県が行っ ている 若年層向けの取組みでは、 デート Ｄ Ｖ の予防や互いを尊
重する 関係づく り に重点を置いていま す。 なお、 中高生向けに開催し ている
デート DV 予防啓発出前授業の一部では、 「 Ｄ Ｖ 、 デート Ｄ Ｖ は社会の問題であ
る こ と 、 Ｄ Ｖ 防止法と いう 法律がある こ と 、 Ｄ Ｖ は犯罪と なる 行為を も 含む重
大な人権侵害である と 明記さ れている こ と 」 を伝えていま す。
いただいたご意見を踏ま え、 今後も 児童生徒の発達段階に応じ た教育に努めて
ま いり ま す。

重点目標２ 　 若年層への教育・ 啓発の強化（ p .3 4 ）

・ 若年層への出前講座に関し て、 県内のこ ど も 全員に伝えら れる
よ う に学年ごと に必ず実施する こ と 、 カリ キュ ラ ムの中に継続
的に組み込ま れる よ う に教育委員会と 密接に連携する こ と を 計
画に明記し てほし い。

・

・

県が実施する 「 デート Ｄ Ｖ 予防啓発出前授業」 は、 民間団体と の協働によ り 実
施し ており 、 講座の質を 確保し つつ毎年全校で実施する こ と は現時点では困難
である こ と から 、 直ちに「 学年ごと に必ず実施する こ と 」 等を計画に明記する
こ と は難し い状況です。
なお、 若年層向けの出前講座は県だけでなく 市町村も 実施し ている こ と から 、
市町村や教育委員会と の連携も 含め、 若年層への効果的かつ効率的な啓発の在
り 方について、 検討し てま いり ま す。

・ 若年層への出前講座に関し て、 受講児童・ 生徒の割合や開催校
数等を調査し 、 毎年県のホームページで公表し てほし い。

・ 「 デート Ｄ Ｖ 予防啓発出前授業」 の開催校数及び受講生徒数は、 公益財団法人
富山県女性財団の事業実績と し て県民共生センタ ーホームページに掲載さ れて
おり ま す。

重点目標２ 　 若年層への教育・ 啓発の強化（ p .3 4 ）

相談・ 支援体制の強化

・ p .4 1 に「 市町村が、 住民のＤ Ｖ に関する 第一次的な相談機関と
し て、 相談窓口を 明確化し 、 相談員の配置～」 と ある が、 DV 相
談は専門知識の必要な相談であり 、 単に「 相談員」 と する ので
はなく 「 DV の専門知識を 持つ相談員」 と し てほし い。 各市町村
にDV の専門知識を持つ相談員によ る 相談日を 設けてほし い。

・

・

ご意見のと おり 、 p .4 1 重点目標６ -①１ 点目の表現を「 Ｄ Ｖ の専門知識を持つ相
談員」 に修正し ま す。
ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。 県と し ては、 引き 続き 、 市町村窓口職員を対象と し た研修の実施や相談窓
口の周知徹底等に努めてま いり ま す。

重点目標６ -①　 身近な地域での相談体制の充実（ p .4 1 ）

・ p .4 1 の「 身近な地域での相談体制の充実」 に関し て、 ネッ ト
ワ ーク 整備と と も に、 経済的な課題を抱える 被害者が安心し て
医療やカウ ンセリ ングを受けら れる お金の面での制度も 考えて
ほし い。 カウ ンセリ ングのある 医療機関は少なく 、 民間のカウ
ンセリ ングルームは負担額が大き い。

・ 県では、 県女性相談支援センタ ー及び県民共生センタ ーにおいて、 精神科医・
臨床心理士よ る 無料の相談を実施し ていま す。 一方で、 ご指摘のと おり 、 経済
的な課題を 抱える 方が継続的に医療やカウ ンセリ ングを受けやすく なる よ う な
制度の充実は、 今後の重要な課題と 認識し ており 、 国の動向も 注視し つつ、 引
き 続き 検討し てま いり ま す。

重点目標６ -①　 身近な地域での相談体制の充実（ p .4 1 ）

重点目標1 0 　 心身の健康回復に向けた支援

ご意見の概要 県の考え方

p .２ の「 配偶者から の暴力のない社会の実現をめざし ていき ま
す。 」 を「 配偶者以外の恋人など親密な関係にある パート ナーなど
から の～」 と し た方が、 よ り 暴力を 容認し ないと 伝えら れる と 思
う 。

p .2 8 、 p .3 3 の「 避妊に協力し ない」 と いう 表現は、 女性側の責任
を 問う 印象を与え、 「 女性が男性に協力し ても ら う も の」 と の誤解
を 生みかねず、 対等な関係性を求める 観点から 適切でない。
男女双方が主体的に責任を 負う こ と が伝わる よ う 、 「 必要な避妊を
し ない」 「 必要がある のに避妊し ない」 「 必要なのに避妊に応じ な
い」 などの表現に変更し てほし い。

国の基本方針では、 「 配偶者から の暴力」 には、 離婚等の後も 引き 続き 元配偶
者から 受ける 身体に対する 暴力又は心身に有害な言動を含むと さ れていま す。
本計画においても 同様の考え方を採用し ており 、 正し いＤ Ｖ 理解のためには、
こ の点を周知する こ と が重要です。
こ のため、 ご意見を踏ま え、 p .2 に記載し ている 「 暴力の定義」 を 修正する と と
も に、 p .3 3 重点目標１ －①４ 点目に元配偶者から の暴力について追記し ま す。

1



ご意見の概要 県の考え方

・ 令和７ 年時点で、 市町村に配偶者暴力相談支援センタ ーは何カ
所設置さ れている か知り たい。 平成2 4 年度に高岡市に設置と あ
る がその後の進展はど う か。

・ 令和８ 年２ 月現在、 県内に設置さ れている 配偶者暴力相談支援センタ ーは、 引
き 続き ２ か所（ 富山県女性相談支援センタ ー、 高岡市男女平等推進センタ ー）
と なっ ていま す。 県と し ては、 被害者支援体制の一層の充実に向け、 市町村に
おける 配偶者暴力相談支援センタ ーの設置について、 今後も 継続し て働き かけ
てま いり ま す。

重点目標６ -①　 身近な地域での相談体制の充実（ p .4 1 ）

・ DV 被害体験は、 目に見えない被害であり 、 メ ンタ ルヘルス ケア
が必要である 。 計画には、 本人だけでなく 児童も 地域の身近な
場所で速やかに精神的ケアを受けら れる 体制整備を 行う と 記載
さ れている が、 実際には、 行政や病院等に当事者が自ら 出向く
必要があり 、 時間や交通費がかかる 。 市町村の担当者が被害者
のも と に行く こ と はある のか。

・

・

市町村においては、 職員等が医療機関や行政機関等への同行支援や、 自宅への
訪問相談等を行っている と こ ろですが、 その実施状況や体制は市町村によ って
異なり ま す。 県と し ては、 県内のど こ にお住ま いの方も 、 でき る 限り 身近な地
域で継続的かつ適切な支援を受けら れる よ う 、 市町村への情報提供や研修等を
通じ て、 体制の整備と 支援の質の向上に努めてま いり ま す。
なお、 被害者の自宅を訪問する 等の際には、 職員が加害者と 接触する こ と によ
る 追跡等の危険性も ある こ と から 、 実施にあたっ ては、 被害者の安全確保に細
心の注意を 払っ てま いり ま す。

重点目標６ -①　 身近な地域での相談体制の充実（ p .4 1 ）

重点目標1 0 　 心身の健康回復に向けた支援（ p .5 0 ）

重点目標６ -④　 男性や性的少数者から の相談体制の整備（ p .4 2 ）

・ 4 5 ページ「 多言語によ る 相談窓口紹介カード 等」 と ある が、 多
言語だけでなく 、 外国にルーツ のある 日本語ス ピーカーや軽度
知的障害者等のために「 やさ し い日本語」 を使用し たも のも 作
成し てほし い。

・ 分かり やすい広報の実施や支援へのアク セス 向上については、 p .4 5 重点目標８
－①２ 点目に記載し ていま す。 なお、 いただいたご意見は、 今後の具体的な施
策を検討する 際の参考と さ せていただき ま す。

重点目標８ -①　 支援情報の提供（ p .4 5 ）
・ p .5 0 の「 女性相談支援センタ ーを中心と し たメ ンタ ルヘルス ケ

アの実施」 に関し て、 様々な理由で女相や市町村ではなく 民間
が支援し ている 被害者も おら れる のが現状である 。 女性相談支
援センタ ーが中心と なって構築する 制度に民間団体が対等な立
場で参画でき る よ う 、 各機関や団体の強みを活かし て被害者支
援ができ る よ う 、 県と センタ ーには頑張っ てほし い。

・ 県と し ま し ても 、 民間団体の皆様と 連携・ 協力し 、 それぞれの利点・ 特性を活
かし ながら 施策を推進し てま いり たいと 考えており ま す。 引き 続き 、 女性相談
支援センタ ーを はじ めと する 関係機関と と も に被害者支援の充実に取り 組んで
ま いり ま す。

重点目標1 0 -②　 女性相談支援センタ ーを中心と し てメ ンタ ルヘルス ケアの実施（ p .5 0 ）

ひと り 親家庭等に対する 支援の推進

・ p .5 4 の「 生活基盤確立のための支援」 に関し て、 現状と 課題に
共同親権に関する 記載がある よ う に、 今後の方策においても 、
今後の動き を見極めつつ、 加害者から の支配の継続及び子ど も
の福祉の侵害になら ないよ う 対応し ていく 旨を入れてほし い。

・ ご意見を踏ま えて、 p .5 5 重点目標1 3 -①５ 点目を次のと おり 修正し ま す。 「 離
婚前後の子の養育に関し て、 民法等の改正も 含めた法制度の正し い理解の促
進、 被害者の不安の軽減を図る ための適切な周知や相談対応に努める と と も
に、 相談機関と 司法機関と の連携を 推進し ま す。 」

重点目標1 3 -①　 各種法制度の情報提供等の充実（ p .5 4 ）

・ 婚姻費用分担請求を行い支払金額が決定し たが、 費用が支払わ
れず困窮し ている 。 相手方が自営業者のため、 強制執行によ る
差し 押さ えも 困難である 。 婚姻費用や養育費を支払わないの
は、 こ ども への虐待なのではないか。 なぜ罰則がないのか。 自
営業者も 給与所得者も 預貯金口座を マイ ナンバーに紐づける こ
と で、 こ ど も の権利を守る べき である 。

・

・

県では、 ひと り 親の方を 対象と し た養育費相談や養育費確保支援等を 行っ てお
り ま す。 ま た、 県女性相談支援センタ ー及び県民共生センタ ーにおいて、 弁護
士によ る 無料の法律相談を実施し ていま す。
婚姻費用を 支払わないこ と を含め、 生活費を渡さ ない行為は経済的DV である と
の認識のも と 、 今後も ひと り 親家庭支援施策や法律相談の実施等を通じ て、 被
害者の法的手続き を支援し てま いり ま す。

重点目標1 3 -②　 法的な手続き についての支援（ p .5 5 ）

重点目標1 3 -④　 被害者のこ ど も に対する サポート の充実（ p .5 6 ）

・ ひと り 親家庭の自立支援（ p .5 5 ） に関し て、 離婚前別居の段階
では、 多く のひと り 親向け行政支援の対象外と なっ ており 、 経
済的・ 精神的負担が大き いこ と から 、 別居の実態が明ら かな場
合には、 離婚前であっても ひと り 親と みなし て支援対象と する
など、 別居後から の支援の充実が求めら れる 。

・

・

母子家庭等就業・ 自立支援センタ ーの利用や離婚前後の親支援講座等は、 離婚
前の方も 対象と し ており ま す。
ま た、 ひと り 親支援団体や民間団体等と の協働によ り 、 離婚前から の相談機会
や居場所の提供など に取り 組んでおり 、 広く ご利用いただける よ う 、 情報発信
を行っ てま いり ま す。

重点目標1 3 -③　 ひと り 親家庭の自立支援（ p .5 5 ）

・ DV 被害の相談はなく ても 、 DV が原因で離婚し ている ケース も
ある と 思う ので、 ひと り 親への福祉支援の手続き の際に情報提
供でき る 仕組みがあれば良いと 思う 。

・ ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。

重点目標1 3 -③　 ひと り 親家庭の自立支援（ p .5 5 ）

・ ひと り 親家庭の自立支援に関し て、 「 市町村において、 家庭生
活支援員を 派遣」 と ある が、 こ れま でに派遣の実績はある の
か。 支援員の人材確保はど のよ う になっ ている のか。 　 ひと り
親家庭が負担する 利用料はどのよ う になっ ている のか。

・ ひと り 親家庭等日常生活支援事業については、 令和２ 年度以降の利用実績はご
ざいま せんが、 地域における 事業ニーズを的確に把握し 、 必要な家庭に対し て
支援が提供でき る よ う 事業実施の推進に努めてま いり ま す。

重点目標1 3 -③　 ひと り 親家庭の自立支援（ p .5 5 ）

関係機関と の連携の強化

・ 民生委員・ 児童委員、 人権擁護委員等への働き かけ（ p .3 8 ） に
関し て、 「 理解と 協力を働き かける 」 では不十分なので「 研修
の機会を設ける 」 と し てほし い。

・

・

民生委員・ 児童委員、 男女共同参画推進員などに対する 具体的な取り 組みと し
ては、 研修会等の機会を 捉えた啓発や対応マニュ アルの配布等を行っ ており 、
その旨は計画のp.3 3 重点目標１ -②３ 点目に記載し ており ま す。
なお、 いただいたご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ
せていただき ま す。

重点目標１ -②　 家庭・ 地域・ 職場等における 啓発（ p .3 3 ）

重点目標４ -②　 民生委員・ 児童委員、 人権擁護委員への働き かけ（ p .3 8 ）

・ 男性向け相談窓口は必要だが、 DV 加害者が自ら を 被害者と 装っ
て相談し 、 実際の被害者に不利益や二次被害が生じ る おそれが
ある 。 加害・ 被害の見極めは難し いため、 相談員の十分な研修
や女性相談支援センタ ーと のケース 検討やス ーパービジョ ン等
の仕組みを 整え、 「 相談し やすさ 」 だけでなく 、 相談者が加害
者である 可能性を 踏ま えて、 被害女性と 子ども の安全確保を 最
優先にすべき である 。

・ ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。 引き 続き 、 相談対応職員の能力向上のための実践的な研修を実施し てま い
り ま す。
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ご意見の概要 県の考え方

・ p .3 8 の「 医療関係者への周知」 に関し て、 被害者が性的暴力や
予期せぬ妊娠で産婦人科を 受診する 可能性がある ため、 DV を発
見し やすい精神科、 整形外科などの例示に産婦人科を入れてほ
し い。

・ 産婦人科医も 、 妊産婦の診療等の日常業務を 通じ てＤ Ｖ 被害者を 発見し やすい
立場にある と 考えら れる こ と から 、 ご意見のと おり 、 p .3 8 重点目標４ -④１ 点目
に「 産婦人科」 を追記し ま す。

重点目標４ -④　 医療関係者への周知（ p .3 8 ）

・ p .3 8 の「  医療関係者への周知」 の後に、 「 専門職団体等（ 富山
県社会福祉士会、 富山県精神保健福祉士会、 富山県医療ソ ー
シャ ルワ ーカー協会、 富山県公認心理師協会等） への周知」 を
入れてほし い。 上記団体への周知、 協力連携が不可欠である と
思う 。

・ ご意見を踏ま えて、 p .3 8 重点目標４ -④を 「 医療関係者等への周知」 に修正し ま
す。 なお、 ご指摘いただいた専門職団体等への周知や協力・ 連携の在り 方につ
いては、 今後の具体的な施策を 検討する 際の参考と さ せていただき ま す。

重点目標４ -④　 医療関係者への周知（ p .3 8 ）

・ 全体的に市町村の役割について控えめな表現になっ ている の
で、 踏み込んで記述し ても よ い印象を持っ た。 市町村によ り 温
度差はある が、 DV 被害は女性相談支援センタ ーにお任せ、 と い
う 意識はま だある のではないかと 感じ ている 。 役割分担が必要
である こ と がも う 少し 見えた方がよ いのではないかと 思う 。

・

・

本計画は、 本県における 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護のための施
策の実施に関する も のであり 、 各市町村が実施する 施策等については、 各市町
村が定める 基本計画において位置づけていま す。
なお、 県と 市町村の役割分担や相互協力のあり 方については、 p .5 9 重点目標1 4
－⑤及びp .6 1 重点目標1 5 －⑤に記載し ている と おり です。

重点目標1 4 -⑤　 県と 市町村と の役割分担・ 相互協力（ p .5 9 ）

重点目標1 5 -⑤　 県と 市町村と の役割分担・ 相互協力（ p .6 1 ）

・ DV 被害者及び困難な問題を抱える 女性への支援調整会議の開催
状況について、 実績を知り たい。

・

・

・

・

令和６ 年度に開催し た会議の詳細は以下のと おり です。 なお、 会議の内容につ
き ま し ては、 計画本文のp .6 0 重点目標1 5  -①に記載のと おり です。
代表者会議…相談・ 保護・ 自立支援関係機関、 弁護士、 医師、 民間団体、 市町
村等の3 0 名で構成し 、 令和６ 年1 1 月2 0 日（ 水） 、 令和７ 年２ 月2 6 日（ 水）
に開催。
実務者会議…県内の女性相談支援員及び女性相談支援センタ ー職員で構成し 、
令和６ 年1 1 月2 1 日（ 木） に開催。
個別ケース 会議…市町村、 福祉事務所、 児童相談所、 警察、 司法関係、 民間団
体、 女性相談支援センタ ー、 支援対象者等で構成し 、 令和６ 年度中に1 5 回開
催。

重点目標1 5 -①　 富山県Ｄ Ｖ 被害者及び困難な問題を抱える 女性への支援調整会議の充実（ p .6 0 ）

民間団体への支援の推進

・ 民間シェ ルタ ーに関し て、 民間団体ス タ ッ フ等の育成、 能力向
上のための研修を 行う と ある が、 研修だけでなく 、 委託費や人
件費も 検討し ていただかなければ継続し た支援はでき ない。

・ ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。

重点目標９ -④　 多様なニーズに応じ た一時保護体制の構築（ p .4 9 ）

・ 民間団体等への支援の強化に関し て、 支援の内容と し て、 可能
な限り 助成金を 充実し てほし い。 ま た、 講演会や学習会等、 イ
ベント の後援を いただける 場合、 名義後援だけでなく 「 会場確
保の優遇」 をお願いでき ればあり がたい。

・ ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。

重点目標1 6 -②　 民間団体への支援の強化（ p .6 3 ）

・ 民間団体と の連携強化について、 民間団体と の連携を増やす、
強く する 時に、 人件費のこ と を意識し てほし い。 直接支援につ
いては民間団体の自己負担金のない方法を 考えてほし い。

・ ご意見については、 今後の施策の検討にあたっての参考と さ せていただき ま
す。

重点目標1 6 -②　 民間団体への支援の強化（ p .6 3 ）

3


